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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年5月1日(2008.5.1)

【公開番号】特開2005-311331(P2005-311331A)
【公開日】平成17年11月4日(2005.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2005-043
【出願番号】特願2005-82337(P2005-82337)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/822    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/52     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/04    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  25/00    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  27/12    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｌ  21/88    　　　Ｓ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月18日(2008.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上の薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタ上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に設けられ、前記薄膜トランジスタと電気的に接続される第１の導線を含
む第１のアンテナと、
　前記基板の前記薄膜トランジスタが設けられた側とは反対側に設けられた第２の導線を
含む第２のアンテナとを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　基板と、
　前記基板上の薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタ上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に設けられ、前記薄膜トランジスタと電気的に接続される第１の導線を含
む第１のアンテナと、
　前記基板の前記薄膜トランジスタが設けられた側とは反対側に設けられた第２の導線を
含む第２のアンテナとを有し、
　前記第１のアンテナと前記第２のアンテナは電気的に接続されていることを特徴とする
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半導体装置。
【請求項３】
　基板と、
　前記基板上の薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタ上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に設けられ、前記薄膜トランジスタと電気的に接続される第１の導線を含
む第１のアンテナと、
　前記基板の前記薄膜トランジスタが設けられた側とは反対側に設けられた第２の導線を
含む第２のアンテナとを有し、
　前記第１のアンテナと前記第２のアンテナは、前記基板及び前記絶縁膜に設けられたコ
ンタクトホールを介して電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３において、前記第１の導線の一部と前記第２の導線の一部は、前記コンタクト
ホールの内部の側壁に回り込むように設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、前記基板、前記薄膜トランジスタ、前記
絶縁膜、前記第１のアンテナ及び前記第２のアンテナは、樹脂に覆われていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記樹脂は２つのカバー材に挟まれており、
　少なくとも一方の前記カバー材は凹部を有し、
　前記第１の導線、前記第２の導線及び前記薄膜トランジスタと、前記凹部とが重なって
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記薄膜トランジスタを含む集積回路を有し、
　前記集積回路は、整流回路と、復調回路と、変調回路とを有し、
　前記第１のアンテナは、前記整流回路及び前記復調回路に電気的に接続されており、
　前記第２のアンテナは、前記変調回路に電気的に接続されていることを特徴とする半導
体装置。
【請求項８】
　請求項１において、
　前記薄膜トランジスタを含む集積回路を有し、
　前記集積回路は、整流回路と、復調回路と、変調回路とを有し、
　前記第１のアンテナは、前記整流回路に電気的に接続されており、
　前記第２のアンテナは、前記復調回路及び前記変調回路に電気的に接続されていること
を特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、前記絶縁膜にはフィラーが混入されてい
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一において、前記基板は、ガラス基板、可撓性を有す
る基板又はプラスチック基板であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一において、前記第１の導線又は前記第２の導線は
、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ｓ
ｎ若しくはＮｉから選ばれた金属又は金属化合物を１つ又は複数有する導電材料でなるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
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　請求項１乃至請求項１１のいずれか一において、前記第１の導線と前記第２の導線は同
一材料でなることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一において、前記第１の導線又は前記第２の導線は
、円状または螺旋状に設けられていることを特徴とする半導体装置。
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